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新しい農業委員と農地利用最適化推進委員をご紹介します！
●問い合わせ　町農業委員会事務局　☎096（293）6686

　任期満了に伴い、新しい農業委員（12人）が町長から任命されました。また、農地利用最適化推進委員（17人）を
農業委員会から委嘱しました。
　任期は令和５年７月20日から令和８年７月19日までの３年間です。

農業委員とは
　農業委員は、「農業委員会等に関する法律」により市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、市町村の非常勤
の特別職公務員です。農地法などに基づく許認可事務のほかに、農地などの利用の最適化（担い手への農地利用の集積と
集約化、遊休農地の発生防止 ･解消、新規参入の促進）を推進するために活動しています。農地の売買、権利移転などを
考えている人は、農業委員または町農業委員会事務局にご相談ください。
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農地利用最適化推進委員とは
　農業委員と同じく、市町村の非常勤の特別職公務員です。農業委員と力を合わせて、担当区域の担い手への農地集積や、
遊休農地の発生防止 ･解消、新規参入の促進などの活動を行います。
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よろしく
おねがいします。

給付金の申請はお済みですか

住民税非課税世帯などへの給付金

　電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、給付金
を支給しています。
●給付額　１世帯当たり４万円
●対象　①か②に該当する帯世が対象
　①令和５年５月１日時点で町に住民票があり、世帯全員の令和５年度住民税均等割が非課税である世帯
　②令和５年１月から10月の間で予期せず家計が急変し①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
●申請期限　10月31日（火）
●給付金の支給手続き
　①対象者には７月に通知を送付しています。同封の申請書で申請してください。
　②申請書に収入が分かる書類などを添付して申請してください。
　　【提出物】
　　◦申請書（町ホームページか役場窓口にあります）
　　◦収入が分かる書類（給与明細、預金通帳、令和４年度確定申告書の写しなど）
　　◦申請・請求者本人確認書類の写し（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証の写しなど）
　　◦受取口座を確認できる書類の写し（通帳、キャッシュカードの写しなど）
　　◦その他必要な書類

　詳しくは町ホームページで確認するか、直接お問い合わせください。

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金

　ひとり親世帯や低所得の子育て世帯を支援するため給付金を支給しています。
●給付額　児童一人当たり５万円
●対象者　①～④に該当する人が対象
　①令和５年３月分または４月分の児童扶養手当受給者（支給済み）
　②令和４年度低所得の子育て世帯等臨時特別給付金を受給した世帯（支給済み）
　③所得制限などで令和５年３月分の児童扶養手当を受給していない人（申請必要）
　④予期せず家計が急変し②の世帯と同様の事情にあると認められる世帯（申請必要）
●申請期限　令和６年２月29日（木）
●給付金の支給手続き
　③④に該当する人は申請書類に収入が分かる書類などを添付して申請してください。

　詳しくは町ホームページで確認するか、直接お問い合わせください。

●問い合わせ　役場福祉課　福祉係　☎096（293）3510

町ホームページはこちら ▼

町ホームページはこちら ▼

会長 会長職務代理者


